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令和４年度社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会事業計画 
 

【基本理念】 

 誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進します 

【基本方針】 

長期化する新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、地域住民の生活様式にも

変化が生じ、生活困窮者の急増など、地域福祉ニーズも大きく変わっています。さら

に、人口減少の進行や家族・地域社会との関係性の変化等によって、福祉を取り巻く

環境は新たな局面を迎えています。 

国が進める「地域共生社会」の実現に向け、本会には、第３次佐渡市地域福祉活動

計画と第３次社協発展・強化計画に基づき、変化するニーズや地域生活課題に対応し

ながら地域福祉を推進する事業運営が求められます。 

介護保険事業においては、介護報酬改定により若干の引き上げがされたものの、利

用者の減少及び介護度の軽度化によって介護保険収入が減収傾向にあり、新型コロナ

ウイルス感染症や災害による経営への影響も懸念されます。このことから、更なる経

費の節減と、利用者の確保及び加算取得等による収入確保を行い、関係者との連携強

化を図りながら健全な経営を行うとともに、感染症や災害への対応力を強化し、安心・

安全なサービス提供に取り組みます。 

 

１、利用者の人権を尊重し、個人の尊厳を大切にします。 

２、市民との協働を大切にし、ボランティア育成の推進と地域福祉の充実を図ります。 

３、福祉の担い手である人材確保と人材育成に積極的に取り組みます。 

４、組織改革を推進し、効率的な事業運営を図ります。 

５、情報公開を積極的に行い、透明性の高い経営と健全な財政基盤を確立します。 
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【重点目標】 

１ 第３次地域福祉活動計画に基づいた地域福祉の推進 
地域共生社会の実現に向けて、地域住民の地域福祉活動への参加促進、生活課題について

相談に応じ関係機関と連絡調整を行う等「連携・協働の場」としての役割を持ちながら、第

３次佐渡市地域福祉活動計画に基づく地域福祉の取り組みを進めます。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人がつながる事業の中止や社会的孤

立の問題等、顕在化した地域生活課題への支援や解決に向けての取り組みを進めます。 
同様に、コロナ禍における住民主体の福祉活動やボランティア活動の支援及び思いやりの

心を育む福祉教育を推進します。 
さらに、生活困窮者や制度の狭間にあり解決が難しい課題を抱える方に対しては、行政や

相談関係機関等と連携して継続的な支援に努めます。権利擁護支援にあたっては、 地域包括

支援センター、日常生活自立支援事業及び成年後見センターの安定的な事業運営に努めます。 
成年後見センターについては、中核機関として家庭裁判所、行政、専門機関と連携して成年

後見制度の利用促進の体制整備を進めます。 
これらのことを踏まえて、多様な相談やニーズに対応していくため、職員の資質向上を図

るとともに、部門間の連携を進めながらそれぞれの専門性を発揮できるよう努めます。 

２ 介護サービス事業の効率的・安定的な運営 
介護サービス事業においては、介護度の軽度化、利用者の減少に伴う減収、老朽化に伴う

施設・資機材の修繕、備品の更新、新型コロナウイルス感染症予防等による経費の増大によ

る収益の減少が見込まれることから、経費の節減や利用者の確保、新たな加算取得等に取り

組み、経営の安定に努め、災害や感染症等の対応力強化と事業継続のため、事業継続計画（BCP
計画）の策定とマニュアル等の整備に取り組みます。 
また、タブレット等のＩＣＴを活用した業務の効率化と標準化、適正な業務管理と人員配

置、営業日の見直し等により経営の改善を図ります。 
介護保険外サービスやボランティア等を有効活用し、地域のニーズに応じたサービスを提

供できるよう、地域福祉と連携・協働し取り組みます。 
市民に選ばれ、信頼される事業所となるためには良質なサービスの提供が必要となります。

能力・知識・経験に応じた研修計画を立て実施することで、職員並びに事業所全体の資質と

技術の向上を図るとともに、業務管理体制を強化し健全な事業運営に努めます。 

３ 福祉センター等の有効活用 

 福祉センター等については、地域の福祉活動の拠点として活用を図るとともに、施設を最

大限に活用した自主事業等を展開するなど、施設の有効活用に努めます。 
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【実施計画】 

 

１ 思いやりの心を育むまちづくりの推進 

（１） 福祉教育の充実 

子ども達が福祉・ボランティア分野に触れる場を作り、考える場を持つことでボランテ

ィア精神や思いやりの心を育てるため、福祉体験学習の充実を図ります。 

また、事業所や地域でのボランティア活動の活性化を図るため、当該地区に出向いての

講座を開催します。 

推進項目 実施事項 財源等 
①福祉教育事業（出前

塾）の実施 
○依頼のあった学校に出向き、高齢者疑似体験や車

椅子体験等をプログラムとした「出前塾」を実施し

ます。 

補助金 

②ボランティア体験プ

ログラムの実施 
○児童・生徒を対象に、夏休み期間中に介護施設や

配食サービス事業、募金活動等のボランティア体験

の受入れを実施します。 

会費 

③福祉ボランティア講

座（ふくボラ講座）の

実施 

○福祉への理解やボランティア活動を広めるため、

島内の企業、事業所及び集落等に出向き講座を実施

します。 

補助金 

 
（２）ボランティア等市民活動団体への支援 

ボランティア活動への参加を促進するための環境づくりに努めるとともに、ボランティ

アを必要としている方とボランティア活動をしたい方の両者をつなぐコーディネート機能

の充実を図ります。 

推進項目 事業内容 財源等 
①ボランティアの相談、

連絡調整  
○ボランティアセンターにてボランティアの相談、

連絡調整を行い、活動を広げます。 
補助金 

 
２ 支え合い助け合うまちづくりの推進 

（１）支え合い意識の高揚と参加の促進 

高齢者や障がい者だけでなく、子育て世代や介護している方等、さまざまな課題を抱え

ている方々が孤立することのないよう、地域での支え合い助け合いの相互扶助の精神を高

めます。 
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推進項目 事業内容 財源等 
①地域福祉懇談会の実

施  
○地域のニーズや課題を把握するとともに、地域の

課題を住民と共に解決することを目的に実施しま

す。 

・ アンケートの実施等多くの参加者が得られる

よう、開催・周知方法を工夫して実施します。 
・ 地域カルテ・支え合いマップ等を活用して、

支え合いの意識の高揚を図ります。 
・ 地域の実情等を勘案しながら、小地域で開催

します。開催にあたり、自治会や集落役員等と

連携します。 

受託金 

②支え合いマップづく

りの実施 
 

○支援が必要と思われる方の分布や、その方の地域

における相互関係がどのように築かれているかを

マップに落とし込み、可視化することで、地域課題

の把握及び社会資源の発掘に繋げます。 

受託金 

③生活支援体制整備事

業の実施 
 

○生活支援コーディネーターを配置し、多様化する日

常生活の支援体制の充実・強化を図ります。 
ア 生活支援サービス等の提供状況及び社会資源

の実態把握 
イ 資源の開発 

(ｱ) 地域に不足するサービスへの対応 
(ｲ) 高齢者等が担い手として活動する場の確

保 
(ｳ) サービス・支援の担い手の養成及び既存団

体の担い手の充実に向けた働きかけ 
ウ ネットワークの構築 

(ｱ) 関係者間の情報共有 
(ｲ) サービス提供主体間の連携の体制づくり 

エ ニーズと取り組みのマッチング 
(ｱ) 支援ニーズの把握 
(ｲ) 生活支援サービス等を必要とする方の相

談対応及び生活支援サービス等とのマッチ

ング 
(ｳ) 生活支援サービス等の事業主体と地域団

体・民間企業等の地域資源とのマッチング 

受託金 
佐和田支所、

羽茂支所に

各 1 名配置 
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推進項目 事業内容 財源等 
④第３次佐渡市地域福

祉活動計画の検証 
○様々な福祉ニーズや福祉課題の解決を目指し、地

域住民をはじめ関係機関と連携し、活動します。ま

た、活動の進行管理や評価等を行います。 

自主財源 

⑤佐渡市社会福祉大会

の実施 
 

○市民、福祉関係者の参加のもと、佐渡市社会福祉

大会を開催し、住民参加による福祉の島づくりの理

解と意識の高揚を図ります。 

会費 
自主財源 
共同募金 

 

（２）子育てにやさしい地域づくり 

子ども達が健やかに育つよう、地域ぐるみの温かな見守りや地域全体で子育てを支える

ことができる地域づくりを進めます。地域、学校、施設等を繋げ、地域の一体感が増すよう

にコーディネートを行います。 

推進項目 事業内容 財源等 
①世代間交流事業の実

施  
○子どもと高齢者、親子と高齢者がふれあい交流す

ることでお互いの理解を深め、助け合いの心を育み

ます。 
○コロナ禍で子どもと高齢者との交流が疎遠にな

っていますが、オンライン等を活用しながら、新し

い生活様式に基づいた交流を推進します。 

補助金 

会費 

 

（３）地域の人材・リーダー育成 

小地域でボランティア活動をする人材の発掘、育成を支援します。若年層や勤労者層等

多様な層の方々に働きかけ、活動の担い手を育成し、地域福祉の活性化を図ります。 

推進項目 事業内容 財源等 
①民生委員・児童委員

等との連携強化 
○地域課題の情報収集や要支援者支援を行うため

に、民生委員・児童委員や社協事業所間との連携を

強化します。 
・ 地区民児協定例会への出席 
・ 民協福祉懇談会等の開催 

会費 

②ボランティア研修会

等の実施 
 

○人材の発掘・育成のために研修会等を実施しま

す。 
・ ボランティア交流会の開催 
・ セカンドライフ講座の開催 
・ 各種ボランティア交流会の開催 

補助金 
会費 
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（４）地域での見守り・声かけ体制づくり 

地域の絆や助け合いの精神を活かして、地域住民による日常の見守りや声かけなどの体

制づくりに取り組みます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①おはようコール（お

元気コール）の実施 
 

○単身高齢者等の安否確認を電話で行い、健康状態

の把握や孤独感の解消を図ります。また、お試しコ

ールで利用者の増加に努めます。 

補助金 
会費 

②配食サービスの実施  ○配達等にボランティア団体や地域住民の協力を

得て、単身高齢者世帯等にお弁当を届けるとともに

安否確認を行います。 

補助金 
会費 

③市配食サービス事業 
 
 

○調理が困難な高齢者等に食事を宅配することに

より、当該高齢者等の食生活の改善を図るととも

に、訪問時に安否確認を行います。 
 また、事業の実施にあたっては、行政や配食業者等

と連携して取り組みます。 

受託金 
 
 

④見守り活動の推進   ○単身高齢者世帯等への近隣住民の定期的な訪問

や、支援のネットワークによる声かけ、訪問、外か

らの見守り等を行い、不安や孤独感の解消及び孤立

死等の防止に努めます。 
・ 実施地区との連携を深め、活動の継続支援に

努めます。 
・ 未実施地区が住民主体の見守り・支え合い活

動に取り組めるよう働きかけ、支援します。 

受託金 
 

⑤地域福祉会への活動

支援  
○見守り活動を実施しているグループ等へ地域福

祉会の組織化を働きかけます。活動中の地域福祉会

については、活動が継続されるよう支援します。地

域に根差した福祉活動を行っている団体の掘り起

こしを行い、活動の把握、支援を行います。 

補助金 
会費 

⑥福祉つながりセット

配付事業 
○社協や福祉とつながる機会として、80 歳以上の一

人暮らし高齢者及び 80 歳以上の高齢者のみ世帯の

方に、民生委員、地域住民、社協職員等が生活用品

を持参し訪問することで、高齢者のニーズ把握を行

います。併せて、社協事業の紹介、季節柄の注意喚

起を行います。（年 2 回） 

共同募金 
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３ 健やかに安心して暮らせるまちづくりの推進 

（１）誰もが集える場所・機会づくり 
市民がそれぞれの関心に合わせて、地域の福祉活動に参加・交流できるよう、様々な機

関と連携し、情報の収集と提供に努めます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①地域力強化推進事業

の実施 
 

○住民参画による地域福祉活動を推進するため、コ

ミュニティソーシャルワーカー（福祉なんでも相談

員）の配置により、アウトリーチ機能を強化し、地

域ニーズや課題を把握します。 
・ 地域福祉懇談会や支え合いマップづくり等と

連携した活動を展開し、住民同士が課題を発見

し、住民による解決に向けた提案や取り組みが

実現できるよう働きかけます。 
・ 制度の狭間や複数の福祉課題を抱える等、既

存の福祉サービスだけでは対応困難な事案の

発見や解決支援のため、関係機関等との連携に

取り組みます。 

受託金 
 

②地域の居場所づくり

事業の推進 
 

○地域住民同士の繋がりを深め、生きがい、健康づ

くり及び社会参加を図り、併せて日中孤立しがちな

高齢者等の閉じこもりを予防することを目指し住

民主体の企画・運営による地域の居場所づくりを推

進します。新しい生活様式やガイドラインに基づい

た内容が実施できるよう支援します。 
・ 地域の居場所づくり事業未実施地区に、取り

組みについて働きかけを行います。 
・ 貸出し用レクリエーション用具一覧表の更新 
を行います。 

補助金 
会費 

 
（２）健康・生きがいづくりの推進 

市民が今までの経験・知識・技能を地域福祉の充実のために活かし、生きがいや社会参

加、地域での役割を見出せるよう努めます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①ボランティア活動の

推進 
○誰もがボランティア活動ができる地域社会の実

現に向け、ボランティア登録を促進し、活動者の拡

大を進めるとともに、関係機関・団体と顔の見える

関係を築き、ボランティアニーズの把握や発掘に努

めます。 

補助金 
会費 
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②介護予防教室の実施   ○地域の身近な会場で開催し、健康チェック・運動

機能を向上させるメニューを取り入れ、高齢者が要

介護状態になることを予防します。 

受託金 

③社協就労体験事業 ○就労準備支援事業登録者等、就労体験やボランテ

ィア活動を希望する方が本会にて活動することに

より、他者との関わりを持つ機会や社会参加のきっ

かけにつなげます。 

共同募金 

 

（３） 福祉情報の提供 

社協だよりやホームページ等を活用して、誰でも分かりやすく利用しやすい福祉情報の

発信に努めます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①佐渡市社協だよりの

発行（隔月） 
○社協の事業内容、地域での福祉活動やボランティ

ア活動を紹介するため、奇数月に広報紙を発行しま

す。 

補助金 
自主財源 

②ホームページの活用 
 

○必要とする情報及びサービスをインターネット

で見ることができるようにホームページに掲載し

ます。 

自主財源 

 

（４） 権利擁護の推進 

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者などの判断能力が不十分な方を支援する事業を

展開するとともに、関係機関と協力して権利擁護支援に取り組みます。 

推進項目 事業内容 財源等 

①日常生活自立支援事

業の推進 

 

○判断能力が不十分な方が自立した生活を送れる

よう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理

サービス、書類等の預かりサービスを提供します。

また、専門員・生活支援員の資質向上を図り、利用

者の状況に応じた援助に努めます。 

受託金 

（県社協実

施事業） 

②成年後見事業の実施 

 

 

○佐渡市の中核機関として、普及啓発・相談対応、

後見人等の受任、市民後見人養成・活動支援、及び

受任調整等に取り組みます。 

ア 成年後見制度等の普及啓発・相談対応 
成年後見制度を必要とする方が過不足なく利

用できるように、市民や関係機関等を対象にして

成年後見制度に関するセミナー開催や地域に出

向き講座を実施することで、任意後見を含めた成

年後見制度の周知に努めます。また、利用者やそ

受託金 

自主財源 
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推進項目 事業内容 財源等 

の家族等からの相談を受け、成年後見制度等の説

明や利用方法の助言など、支援を行います。 
あわせて親族後見人への支援についても身上

保護に関する後見事務の相談など、支援を行いま

す。 
イ 後見人等の受任 
本会が法人後見として受任することにより、高

齢者や障がい者等の権利擁護を図ります。福祉、

医療、地域の関係者との連携はもとより、親族と 
も良好な関係を築き、本人の意思決定支援に努め

ます。 

ウ 社会福祉法人等による法人後見の推進 

市内では本会を含め、2 法人で法人後見を実施

していますが、担い手不足と利益相反の課題もあ

ることから、他の社会福祉法人等を対象に、法人

後見の取り組みに関する支援を引き続き行いま

す。 

エ 市民後見人の養成・活動支援 

後見人の担い手確保を目的に市民後見人養成

講座を開催し、市民後見人を養成します。市民後

見人が、本人の意思決定支援などの幅広い場面で

活躍できるよう活動支援体制の充実に努めます。 

 オ 市民後見人等の受任調整 

  家庭裁判所からの後見人選任依頼を受けて、市

民後見人等の受任調整を行います。本人の意向や

後見人との相性、本人が抱える課題なども考慮し

て柔軟な選任を行います。 

カ 権利擁護のネットワークづくり 

権利擁護のネットワークに関する体制整備に

ついて、行政や専門職後見人等と定期的に意見交

換を行いながら、既存の権利擁護支援のネットワ

ークを強化します。 

また、個別案件では複数の課題を抱えた身上保

護面での申立て件数も増加しており、新たに支援
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推進項目 事業内容 財源等 

者間のネットワークを構築します。 

キ 成年後見センター運営委員会の開催 

行政、弁護士、司法書士、医療・福祉関係者、

有識者からなる成年後見センター運営委員会を

設置し、助言や指導を受け、成年後見センターの

適切な運営に努めます。 

 

（５） 相談・支援体制の充実 

いつでも気軽に相談することができ、専門的かつ複合的なニーズにも対応できるよう総

合的な相談支援体制の強化を図ります。 

推進項目 事業内容 財源等 
①地域包括支援センタ

ー・ブランチの設置 
〇多様化する事案に対し、多職種・多機関と連携し、

対応に当たります。 
○関係機関と連携し、地域課題に関する情報の共有

化を図り、解決に向け取り組みます。 
○市内４つの地域包括支援センター間の職種別連

絡会を開催し、センター間の連携・協働を図ります。 

受託金 
3 圏域 
 

②在宅介護支援センタ

ーの設置 
○地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要

な保健・福祉サービスが受けられるよう関係機関と

の調整を行います。 

受託金 
3 か所 

（６）生活困窮者自立支援事業の推進 

平成 27年 4 月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活保護に至っていない生活困

窮者に対する「第 2 のセーフティーネット」として、自立に向けた包括支援体制が創設さ

れました。多種多様化する生活課題に対する専門性を活かした、きめ細やかな相談支援に

努めます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①生活困窮者自立支援

事業の推進 
 
 
 
 
 

○生活困窮者が困窮状態から脱却することを支援

するため、本人の状態に応じた包括的な相談支援、

多様な就労支援や生活支援を実施することで、様々

な問題を抱えた支援対象者の自立を促進します。 
ア 自立相談支援事業の実施 
生活保護に至る前の段階において、生活困窮者

が生活困窮状態から脱却することを支援するた

め、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談

支援等を実施します。 

受託金 
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(ｱ) 包括的な相談支援体制の構築 
様々な問題を抱えた生活困窮者に対して広

く相談を受け付け、本人の意思や状況を十分に

確認・分析したうえで必要に応じて自立支援プ

ランを作成します。また、支援調整会議を開催

し、自立支援プランに基づき、必要な支援を総

合調整し、事業効果を評価・検証しながら、本

人の自立に向けて包括的、継続的に支えます。 
(ｲ) 関係機関とのネットワークづくり 
複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に把

握し、社会資源とのネットワークづくりを行

い、新たな社会資源の創設の糸口となる取り組

みを行います。 
イ 家計改善支援事業の実施 
支援対象者の家計収支全体の改善を図るため、

家計改善プランを作成し、家計に関する相談、指

導及び貸付けのあっせん等再建に向けた支援を

行います。 
ウ 就労準備支援事業・被保護者就労準備支援事

業の実施 
複合的な課題を抱え、生活リズムが崩れてい 

る、社会との関わりに不安を抱えている、就労意

欲が低下している等の理由により就労に繋がら

ない方に対して、就労に向けた準備としてのプロ

グラムを作成し支援を行います。 

 

４ 安全で住みやすいまちづくりの推進 

（１）誰もが暮らしやすい基盤整備の充実 

自助・共助・公助が連携・協働した要配慮世帯への支援体制づくりを進めます。また、個

人のちょっとした困りごとが解決され、お互いに助け合えるよう地域福祉活動を推進します。 

推進項目 事業内容 財源等 
①生活福祉資金の貸付

支援 
○低所得者、障がい者、高齢者世帯に対し、生活の

安定と自立を目的に生活福祉資金の貸付を行いま

す。 
○国の方針に沿って、新型コロナウイルス感染症の

影響による休業や失業等により、生活資金でお悩み 

受託金 
（県社協実

施事業） 
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 の方に対し、必要な生活費等の特例貸付を行いま

す。貸付を行った世帯に対し、関係機関と連携して

世帯の自立を支援します。 

受託金 
（県社協実

施事業） 

②車椅子貸与事業 ◯ケガや病気等により一時的に車椅子を必要とさ

れている方に、車椅子を無料で貸出します。 
会費 

③歳末たすけあい事業

の実施 
 

○寄せられた赤い羽根共同募金により、歳末の時期

に、新年を安心して迎えられるよう、高齢者世帯、

障害者手帳保持者等に次のサービスを実施します。 
・ 障子の張替 
・ 歳末そばセットの配付 
・ 出張理容 
・ 歳末たすけあい弁当の配付  

共同募金 

④共同募金事業の協力 ○赤い羽根共同募金運動への協力支援を行います。 自主財源 

⑤戦没者慰霊祭の実施  

 

○戦没者の慰霊のため、戦没者慰霊祭の実施・協力

支援を行います。 

補助金 

⑥佐渡市老人クラブ連

合会の事務・事業協力 
○佐渡市老人クラブ連合会の事務及び事業協力を

行い、団体の活動を支援します。 
受託金 

⑦佐渡市身体障がい者

福祉協議会の事務・事業

協力 

○佐渡市身体障がい者福祉協議会の事務及び事業

協力を行い、団体の活動を支援します。 
受託金 

⑧佐渡市手をつなぐ育

成会の事務・事業協力 
○佐渡市手をつなぐ育成会の事務及び事業協力を

行い、団体の活動を支援します。 

受託金 

（２）生活交通の確保と買い物支援 

高齢者や要介護者、障がいのある方等の移動手段や日常生活の充実を図るため、移送サ

ービスや生活支援ボランティア派遣事業を行います。 

推進項目 事業内容 財源等 
①生活支援ボランティ

ア派遣事業（ごむしん

ネット）の実施 
 

○高齢者や障がい者、子育て世帯に対し、生活支援

ボランティアを有償で派遣し、話し相手やゴミ出

し、郵便物の確認、買い物等の生活支援を行います。 

補助金 
会費 

②移送サービス事業の

実施  
○公共交通機関を利用することが困難な高齢者や

車椅子利用者に、ボランティアが運転する福祉車輌

により通院等の外出を支援します。  

会費 
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③お買い物サロン 
（新規） 

○ボランティアの協力を得て、生協等の宅配サービ

スをセットにしたサロンを開催します。注文書の記

載のお手伝いを行います。 

会費 

（３）自治会活動等への支援 

自治会活動や地域活動に際し、物品の貸出や講師派遣の手伝い等を行い、活動しやす 

い環境づくりを支援します。 

推進項目 事業内容 財源等 
①ボランティア人材バ

ンク一覧の発行（再

掲）  

○ボランティアセンターに登録している個人や団

体の活動の場を広げるとともに自治会活動等が活

発になるよう情報を提供いたします。 

補助金 

 

（４）地域の防災・防犯体制づくり 

災害に関する講座を開催し、災害ボランティアの育成、災害ボランティアセンターの 

基盤体制の強化、ネットワークの拡充に努めます。 

推進項目 事業内容 財源等 
①災害救援体制の整備 
 

○災害に備え、災害ボランティアセンターの設置・

運営について、佐渡市と協議を行い協定の締結に向

けて取り組みを進めます。 
○ボランティアセンターでは、予期せぬ自然災害に

備え、市民が災害時の救援活動を迅速に行えるよう

災害救援ボランティアネットワークを拡充します。 
・ 災害ボランティア講座の開催（地域出張型講

座：新穂・羽茂） 
・ 佐渡市災害ボランティアネットワーク情報交

換会の開催 
・ 佐渡市総合防災訓練への参加 
・ 災害ボランティアセンタースタッフ研修会の

開催 

補助金 

 
５ 介護サービス事業の経営強化と発展 
（１）訪問介護事業所の経営 1 ヶ所 

①タブレット端末を導入し、出張所との情報共有と業務の効率化を図ります。 

②高齢者が抱える多様なニーズに柔軟に対応できるよう介護保険外サービスの見直しを

行います。 

③障がい者への支援体制を強化するため、研修会等へ参加します。 
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（２）訪問入浴介護事業所の経営 1 ヶ所 
①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、相談支援事業所及び特定入居施設との 

関係づくりに努め、事業所立地を活かし佐渡市全域でのサービス提供を目指します。 

②利用者のニーズに柔軟に対応できるよう、営業日を拡大します。 

③事業所内研修を実施し、職員の資質向上とサービスの質の向上を目指します。 
 
（３）通所介護事業所の経営 9 ヶ所 

①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び相談支援事業所等との連携を密にし、 

ＰＲ活動を実施することで新規利用者の獲得に努めます。 

②利用者数に応じた職員配置や実状に合わせた利用定員・営業日・実施地域等の見直し 

を行い、経営の安定化を図ります。 

③業務の進捗管理及び経営状況を把握し、健全な事業運営に努めます。 

④第三者評価を受審し、サービスの質の向上を図ります。 

⑤*１科学的介護情報システム（LIFE）の活用に向け、研修会等を実施します。 

⑥建物・設備修繕計画に基づき修繕及び更新を行い施設の維持管理に努めるとともに経

費節減に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 
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（４）短期入所生活介護事業所の経営 1 ヶ所 
①居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター等との連携を密にし、定期的な利用の 

継続と新規利用者の獲得に努めます。 

  ②目標に対する進捗管理及び経営状況を把握し、経営の安定化を図ります。 

③建物・設備修繕計画に基づき修繕及び更新を行い施設の維持管理に努めます。 
 
（５）居宅介護支援事業所の経営 5 ヶ所  

①目標担当利用者数を確保するとともに、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業 

務及び介護認定調査の受託により経営の安定化に努めます。 

②地域の情報収集に努め、関係機関と連携しながら速やかな相談・対応に努めます。 

③特定事業所加算取得事業所として、運営基準を遵守し適正な事業運営に努めます。 

④事業所内でケアプランを検証・確認し、自立支援に資するケアマネジメントの普遍化 

を図ります。 

⑤業務の効率化・標準化に向け、タブレット端末の導入を検討します。 

 
（６）認知症対応型共同生活介護施設の経営 1 ヶ所 

①入居者の重度化に伴い転倒等のリスクが高まることから、身体機能の低下防止及び状 

態変化に応じたケアに努めます。 

②新型コロナウイルス感染症防止対策を図りながら、家族や地域との関係づくりに努めます。 

６ 福祉センター等の有効活用 
（１）老人福祉センターの経営 

高齢者の交流促進、健康増進、教養の向上及び子育て支援のための場を提供します。 

・真野老人福祉センター寿楽荘 

 
（２）福祉センター等の経営 

ボランティア活動の推進、交流促進等社会福祉の増進に向け、市民が利用しやすい親

しみのある福祉センターの管理運営を行います。 

また、大規模修繕及び大型備品の入替えについては、費用対効果を念頭に置き、実施の

可否を検討します。 

・両津福祉センターしゃくなげ 

・福祉センターあいかわ 

・小木福祉保健センターつくし 

・赤泊福祉保健センターやすらぎ 
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（３）高齢者住宅の経営 
高齢者が安心して、健康で明るい生活を送れるよう住宅を提供し、支援します。 

また、空き部屋等の利活用方法について検討を行います。 

・畑野高齢者住宅やわらぎの里 
 

（４）福祉センター等の見直し 
使途制限期間終了後の施設のあり方について検討を行います。 

 

７ 法人運営機能 
（１）理事会 

業務執行上の事項及び当面する課題について審議し、その企画立案を行います。 

（２）評議員会 
運営管理上の重要事項及び事業執行上の基本方針について審議決定を行います。 

（３）監事会 
運営管理、業務の執行状況及び財産の状況等について監査を行います。 

（４）委員会 
法人経営及び各種事業の適正な運営を図るため、法人運営委員会、地域福祉委員会及

び介護サービス委員会において所管する事業の検討を行います。 

（５）定例経営会議 
会長、副会長、常務理事及び幹部職員で構成する定例経営会議を毎月開催して、法人運

営に必要な事項や健全化に向けた協議をし、方針を決定します。 

（６）支所長会議 
各支所の近況報告及び、当面する課題についての方策を検討します。 

（７）役員研修の実施 
法人運営機能の強化、社会情勢の変化への機敏な対応、危機管理の徹底等の様々な課

題を解決するため、また先駆的・開拓的な事例を吸収し、社協の強化と発展を図るため、

役員研修を実施します。 

（８）会員組織拡充の推進 
会員は減少傾向にあるが、社協事業の PR 等により社協への理解と賛同を得ることで、

一般会員及び賛助会員の加入の促進に努めます。 
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（９）苦情解決への適切な対応 
利用者のサービスに対する信頼性の確保を図り、さらに充実したサービスを提供する

ため、苦情解決の仕組みによる適切な対応に努めます。 

（10）人材育成の推進 
庶務部会でテーマをまとめ、多数の職員が受講できる形での自主研修と県・市・県社協

等が開催する体系的な研修を計画的に受講させ、職員の資質向上を図ります。さらに、研

修参加者は各事業所において伝達研修を行い、知識や技術の底上げを図ります。 

また、地域の福祉・生活課題が多様化する中、福祉ニーズを把握し、住民主体・参加を

基本とした柔軟性のある活動の中核的機関となるよう、職員を育成します。 

（11）人事評価制度の取り組み 
公平処遇、働きがいのある職場づくり、効率的な事業運営を図るために人事評価制度

に取り組みます。 

（12）第 3 次社協発展・強化計画の評価 
令和３年度に策定した令和４年度から５か年の計画について、推進・評価・検証に取り

組みます。 
 
 
８ その他の取り組み 
（１）相談援助実習生の受け入れ 

社会福祉士養成校から相談援助実習生を受け入れ、実習プログラムを作成し、指導を

行ないます。 



地域福祉事業の概要

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

   R4年度の取組

　今年度は春日､夷､浜田､
福浦地区を4会場に分け
実施する。民生委員児童
委員、各団体代表者、区
長など地域と連携しなが
ら、社協事業を紹介すると
ともに、地域の状況やニー
ズの把握に努め、個別支
援がスムーズにできるよう、
地域に入るきっかけになる
ような内容で実施する。

・春日
・夷
・浜田
・福浦

・相川地区（１分団）
・金泉地区（小川）
・高千地区（後尾）
・二見地区（大浦）

・河原田本町
・東二宮、市野沢

・安養寺
・三瀬川

・皆川
・正明寺
・下大野

・畑野①～④ ・四日町
・小川内、真野
・西大須、小立、大立

・栄町
・登町、相生町
・小比叡
・宿根木新田
・上野

・弥栄
・天沢住宅
・奥組

・中町
・浦津
・横山
・浅生
・草木

4 4 2 2 3 4 3 5 3 5

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

   R4年度の取組

　地域での見守り活動の
充実を図るために、福祉
協力員のフォローアップと
民生委員児童委員、見守
り活動をしている業者、生
活支援コーディネーター
等を招き連携を兼ねた研
修会を地区ごとに7会場
(岩首地区､水津･河崎地
区､両津地区､吉井地区､
加茂地区､海府地区)に分
けて実施する。
地域福祉協力員103名
民生委員43名

　常日頃から民生委員へ
の働きかけや後方支援を
する。必要に応じて地区に
絞った打合せ会等を実施
して体制づくりの支援を行
う。
　また、旧相川地区におい
ては、生活支援コーディ
ネーターと連携して、民生
委員だけではなく協力員
を含めた見守り体制づくり
を構築する。（働きかけ３３
地区、連携１７地区（旧相
川、二見））

 茶の間や自治会を通して
活動の推進・拡充を図る。
　民生委員と見守り協力員
の体制づくりについて協議
し、可能な地区から取り組
みをすすめる。
　八幡地区については”銀
杏の会”と連携し、見守り
強化を図る。

　常日頃から民生委員へ
の働きかけや後方支援を
する。また、茶の間や地域
福祉懇談会などで積極的
に活動の推進・拡充を図
る。なお、現在活発に活動
している２地区（本屋敷、
大和田）については、継続
して支援と連携の強化に
努める。（働きかけ１５地
区、連携２地区）

　７地区（郷平、瓜生屋、長
畝、青木、上大野、舟下、
武井）を対象に見守り会議
を開催し、活動内容の確
認及び対象者の見直し等
を行う。他の地区について
は、地域福祉懇談会や支
え合いマップ、サロンや介
護予防教室等にて啓発を
行う。

　全域を対象に、集落役
員交替後の２～３月に見
守り会議を開催し、活動内
容の確認及び対象者の見
直し等を行う。（会議10回）

　３地区（竹田、合沢、新
町）を対象に見守り会議を
開催し、活動内容の確認
及び対象者の見直し等を
行う。他の地区について
は、地域福祉懇談会や支
え合いマップ、サロンや介
護予防教室等にて啓発を
行う。

　サロン団体及び集落単
位での見守り活動の推進
を行う。集落に説明し取り
組みを促す。
　生活支援コーディネー
ターと連携し、業者や企業
等から協力を得て、見守り
活動のサポーターを発掘
する。

　日常的な見守りをしてい
る大崎、三和、大橋、寺田
福祉会を住民にとってより
身近な存在となるよう、継
続して支援する。
　西方福祉会は昨年度解
散したがこれまでの見守り
活動を継続するため、継
続して関係性を築く。
　生活支援コーディネー
ターと連携し、業者や企業
等から協力を得て、見守り
活動のサポーターを発掘
する。

　福祉会の組織づくりを推
進し、集落と社協と協働し
進めていく。
　見守り会議を年１回開催
し、活動状況の把握等を
行う。
　生活支援コーディネー
ターと連携し、業者や企業
等から協力を得て、見守り
活動のサポーターを発掘
する。

実施地区（地区） 130 33 10 15 7 18 3 1 5 3

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

　　R4年度の取組

・福浦 ・二見
・北田野浦

・河原田本町 ・新保 ・上大野 ・畑野 ・小川内 ・小木
・犬神平

・新倉
・上、下大谷

・山寺
・真浦

１ヶ所 ２ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 1ヶ所 １ヶ所 1ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 2ヶ所

実施会場（会場）

実施箇所

支所 両津

　住民の様々な生の声を聞き取り、住民と共に、地域の課題を把握し解決に取り組むことを目的に実施する。

両津

支え合いマップ事業

　民生委員児童委員や集落役員、各団体等、地域住民の情報を知る方に集まっていただき、地域に潜む課題やニーズの把握を行う。また、地域の支え合いとなる自助、互助、共助への意識向上を図り、地域ぐるみの見守り活動が推進されるよう働きかける。

地域福祉懇談会の実施

支所 両津

見守り活動の推進

・地域住民

福祉課 羽茂

羽茂

福祉課 羽茂
支所

　一人暮らし高齢者世帯等への近隣住民の定期的な訪問や、支援のネットワークによる声かけ、訪問、気配り
などを行い、不安や孤独感の解消を図る。

・閉じこもりがちな高齢者及び障がい者等

福祉課

　地域の現状・課題把握、社協事業の説明等を行い、それぞれの地域に応じた住
みやすい地域づくりの実現のため、一緒に考え、取り組みを始める機会とする。ま
た、生活支援コーディネーターと連携し、地域で支え合う仕組みづくりを目指す。
地域の意見が出やすいように常会が開催されている単位で開催する。

佐和田

　地域住民へ、地域福祉事業の主旨説明や紹介を行い、地域の中での支え合い
の大切さについて理解していただくと共に、地域の課題把握・解決に向け共に考
え、福祉を意識するきっかけの場となるよう実施する。
　計画地区の他にも、地域の現状や課題の把握をきめ細かに行う為、地域に出向
く。

　区長や集落役員、民生委員児童委員等に働きかけ実施する。感染症の状況に
合わせ、参加対象者を絞ることや、集落の役員会等と併せて実施するなど、地域
の意向に合わせて実施する。

佐和田

佐和田

　自分の住んでいる地域の現状を理解し、居場所つくりや、地域の見守り活動へつなげる。 ・一般住民
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対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

・サロンボランティア等研修
会の実施
　居場所づくりを実施する
地域福祉会・茶の間のボラ
ンティアも対象とし、今後
の運営に役立てられるよう
実施する。

実施箇所 　　　　　29ヶ所 16ヶ所 13ヶ所 13ケ所 18ヶ所 8ヶ所 2ヶ所 6か所 10か所 8か所

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

 　R4年度の取組

　支所管内の福祉会は、
前浜地区で11ケ所ある
が、近年では高齢化等で
会の継続が危ぶまれるとこ
ろもある。そのため、ｻﾛﾝﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ研修会等を通し
て、現在ある福祉会が継
続されるよう支援を行う。

　郷平福祉会の活動が継
続されるよう支援を行う。ま
た、地域福祉懇談会や見
守り会議で、見守りや支え
合いの必要性について話
し合う中で、活動の一つの
形として周知する。

　地域福祉懇談会で、見
守りや支え合いの必要性
と福祉会の目的を説明し
組織化を推進する。

　大崎、三和、大橋、寺田
福祉会を継続して支援す
る。
　他の集落については地
域福祉懇談会やボランティ
アのつどい等で、見守りや
支え合いの必要性と福祉
会の目的を説明し組織化
を推進する。

　地域福祉懇談会で、見
守りや支え合いの必要性
と福祉会の目的を説明し
組織化を推進する。
　また、福祉会が継続して
いけるよう支援を行う。

現在の団体数 11 0 3 1 1 0 0 0 4 3

佐和田

　すでに福祉会の活動をしている地区を支援し、茶の間や見守り活動を行ってい
る地区に対して支え合い活動の推進を図る。

　既存のサロングループを支援する。
　サロンの未実施地域については、お試しサロン等を実施し新規の立ち上げを進
める。
　解散や休止となったサロンの地域について、その後の地域の現状を把握する。

　地域福祉懇談会や見守り会議で、見守りや支え合い
の必要性について話し合う中で、活動の一つの形とし
て周知する。

支所

地域福祉会への活動支援

居場所づくり事業の実施

両津支所

・サロン交流会
　サロン交流会を実施し、グループ同士の交流を図るとともに、情報交換を行い活
動の活性化を図る。

　
　　R4年度の取組

　コミュニティ（集落）単位に地域福祉会を結成するため、見守り活動を実施しているグループ等へ組織化を働
きかける。また、地域福祉会の実績に応じた活動助成や交流会を実施し、活動を支援する。

・地域住民

羽茂

羽茂

・地域住民

福祉課

　　「新しい生活様式」を取り入れながら、地域住民同士の繋がりを深め、生きがい、健康づくり及び社会参加を
図るために、住民主体の企画・運営による地域の居場所づくりを推進する。

佐和田

両津
福祉課

サロン事業： ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研
修会を開催し、情報交換
や交流の場をつくり支援し
ていく。
茶の間事業: ボランティア
で自主的に運営できるよう
に働きかけ支援していく。
共通: 参加者の増加や運
営の参考になるよう、サロ
ン・茶の間に関わるイベン
トの開催等があれば積極
的に周知して参加を促し
ていく。
　未実施地区でお試しサロ
ンを実施する。

・スタッフ交流会の実施
　グループの発展、活性化につなげることを目指し情報交換と内容検討等を実施
する。

　 感染症についての情報
や対策等の情報提供を行
い、地域の状況に合わせ
た取り組みを支援する。
休止や活動が停滞してい
る茶の間（大倉の茶の間）
について積極的に関わり、
再開・活性化に向けた活
動支援に努める。

  感染症についての情報
や対策等の情報提供を行
い、地域の状況に合わせ
た取り組みを支援する。
　 休止や活動が停滞して
いる茶の間について積極
的に関わり、再開・活性化
に向けた活動支援に努め
る。
　八幡地区でお試し茶の
間を実施する。

　感染症についての情報
や対策等の情報提供を行
い、地域の状況に合わせ
た取り組みを支援する。
　 休止や活動が停滞して
いる茶の間（大和田の茶の
間）について積極的に関
わり、再開・活性化に向け
た活動支援に努める。

　各サロン・茶の間が自立
して活動できるよう支援を
行う。田野沢地区でお試し
サロンを実施する。
　温泉施設等を利用した
サロンを開催し、地域の交
流の場の創出を推進す
る。

　各サロン・茶の間が自立
して活動できるよう支援を
行う。小倉地区でお試しサ
ロンを実施する。
　温泉施設等を利用した
サロンを開催し、地域の交
流の場の創出を推進す
る。

　おためしサロンを実施
し、サロン茶の間の新規立
ち上げを支援する。
　温泉施設等を利用した
サロンを開催し、地域の交
流の場の創出を推進す
る。

・ゆったりサロン（年２回）
　クアテルメ佐渡を会場に
温泉を利用したサロンを実
施する。

・ゆったりサロン（年２回）
　サンライズ城ヶ浜を会場
に温泉を利用したサロンを
実施する。
・いきいきサロンの実施
　やすらぎ（月２回）、川茂
会館（月１回）を会場に実
施する。やすらぎ会場では
南部地域と赤泊地域と２地
域にわけて実施する。地
域の方に運営ボランティア
として協力をいただく。新
規参加者の増加に努め
る。
　また、各会場の参加者同
士の交流会として全体会
（年１回）とバスハイク（年１
回）を実施する。
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対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

   R4年度の取組

　民生委員児童委員、東
地域包括支援センター等
と連携し、安否確認が必要
と思われる方の発掘、及び
定期的にチラシを配布した
りお試しコールで利用者の
増加に努める。また、ボラ
ンティアの確保にも努め
る。

　関係機関にチラシなどを
配付して積極的に事業を
周知するとともに、安否確
認が必要だと思われる方
を発掘し、利用につなげ
る。またボランティア意見
交換会を行い、ボランティ
アの意欲向上に努める。

　コールボランティアグ
ループ「テレ友」を継続支
援する。
また、定期的にチラシを配
付したり、　安否確認が必
要だと思われる方を民生
委員児童委員や地域包括
支援センター等の協力を
得て発掘する。また、他の
在宅サービス利用者に周
知したり、お試しコールを
実施し、利用者の増加に
努める。

　コールボランティアグ
ループ「金井おはようコー
ル」を継続支援する。
　関係機関にチラシなどを
定期的に配付して積極的
に事業を周知するととも
に、安否確認が必要だと
思われる方を発掘し、利用
につなげる。また、地域の
現状を確認し、地域にあっ
た内容で事業を実施でき
るよう検討する。

　コールボランティアが行
う。
　民生委員児童委員や関
係機関へ事業説明と情報
を共有し対象者の発掘を
する。

　コールボランティアグ
ループ「おはようコールは
もち」が行う。
　民生委員児童委員やサ
ロン、地域福祉懇談会等
を通じて事業紹介をし、利
用を勧めるとともにコール
ボランティアの確保に努め
る。
　また、お試しコールを実
施し、利用者の増加に努
める。

　民生委員児童委員や関
係機関へ事業説明と情報
共有を行い、対象者の発
掘をする。
　また、併せてコールボラ
ンティアの発掘・育成を図
る。（運営が軌道に乗るま
での間は「おはようコール
はもち」から協力を得る。）

実施回数              週３回 週4回 週３回 週3回 週１回 週1回 週1回

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

　　R4年度の取組

実施回数（回） 780 804 960 492 30 20 20 150 150 150

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

    R4年度の取組

実施日 週２回　火、木 週３回　月、水、木 週３回　月、水、木 週３回　月、水、金 週３回　月、水、金 週３回　月、水、木 週３回　月、水、木 週3回　月、水、木 週3回　月、水、木 週3回　月、水、木

実施食数

弁当（食） 1,070 1,260 1,420 770 40 550 500 50 440 310

おかず（食） 1,600 1,770 760 340 230 400 70 0 0 280

佐和田

佐和田

　生活上に支障や不安を抱えている対象者に、生活支援ボランティア（ごむしんサポーター）を派遣し、話し相手やゴミ出し、郵便物の内容確認、買い物など日々の暮らしの中での困りごと（おおむね30分の活動）を代わって行う。
　同時にボランティアの育成と担当職員の対応強化（申出の適当性判断やボランティアの適任判断など）を意識して行う。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、子ども若者課等関係機関と連携し市民への事業周知を図る。

週3回

おはようコール（お元気コール）の実施 ・75歳以上の一人暮らし高齢者及び障がい者等

福祉課 羽茂

福祉課 羽茂
支所

支所 両津

佐渡市で実施する「高齢者等配食サービス業務」の決定を受けている者

生活支援ボランティア派遣事業
（ごむしんネット）の取り組み

　週３回（月・木・金）実施する。必要な方に利用していただけるよう、継続して関係
機関や集落等へ周知する。また、お試しコールを実施する。
　ボランティアは、曜日ごとに地区別に活動する。（月：新穂、木：畑野、金：真野）ま
た、ボランティア同士の情報交換を目的にボランティアミーティングを開催する。

　生活上の支障や不安を抱えている方々を、生活支援ボランティア（ごむしんサポーター）が訪問し、信頼関係
を築きながらサービスを実施することでその支障や不安を軽減する等、生活支援を行う。

・高齢者
・障害者手帳所持者
・小学生以下の子供を養育している父母

佐和田

　一人暮らし高齢者等の安否の確認を電話で行い、健康状態の把握や孤独感の解消を図る。

　一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯で、公的サービスのみでは食生活に不安のある方に、ボランティアの協力を得て、配食サービス（夕食）を提供し、食の確保を行うとともに見守り・安否確認を行い、地域社会において自立した生活が送れるよう支援する。
　また、配達ボランティアの確保に努める。

両津

配食サービス事業の実施

支所
福祉課 羽茂

両津

　配達などにボランティア団体や地域住民の協力を得て、一人暮らし高齢者世帯等にお弁当等を届けるととも
に、安否確認を行う。
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対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

  　R4年度の取組

実施回数（回） 96 84 98 36

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

   R4年度の取組

①障子の張り替え（世帯） 25 10 9 8 5 4 1 1 1 0

②歳末そばセットの配付（人） 143 149 65 70 29 28 24 29 19 27

③歳末助け合い弁当の配付（人） 687 308 372 247 201 233 202 104 123 102

④出張理容サービス（人） 10 3 3 1 2 2 3 4 1 1

対象者など

相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊

     R4年度の取組

　福祉センターしゃくなげ
を会場に年46回、閉じこも
り予防を目的とした介護予
防教室（いかんかクラブ）
を実施する。
　

　体操習慣を身に付けられ
るような内容で実施し、転
倒予防の取り組みと、外出
の機会を設け閉じこもり予
防に努める。また、教室に
参加した方には、帰りに買
い物時間を設ける。
　外海府地区については
高齢者の体力向上に努
め、引き続き月１～２回定
期的に実施する。

　参加者の年齢層に合わ
せた健康体操・レクリエー
ション等のメニュ－により実
施する。老人クラブや地域
包括支援センター等に協
力を依頼して男性参加者
の増加に努める。

　妙見荘を会場に、健康
体操・レクリエーション等の
メニュ－により毎週火曜日
及び木曜日２教室を実施
する。地域包括支援セン
ターなどと連携し、参加者
の増加に努める。

　週2回開催し、はたの温
泉松泉閣を会場に50回、
新穂潟上温泉を会場に48
回実施する。はたの温泉
松泉閣での教室は、入浴
できる日程を組み、１日開
催として実施する。（入浴
料は自己負担）

　はたの温泉松泉閣を会
場に50回、畑野区民会館
を会場に23回（いこいの間
畑野）、松ヶ崎地区は43回
実施する。はたの温泉松
泉閣での教室は、入浴で
きる日程を組み、１日開催
として実施する。（入浴料
は自己負担）

　集落センターや寿楽荘
など地区内１４会場で実施
する。それぞれ地区の健
康推進員がボランティアと
して関わり、参加者の呼び
込みや運営補助を行う。

　小木福祉保健センター
つくしを会場に、指導員を
配置し身体等の機能向上
のメニューを取り入れ、楽
しみながら介護予防を実
施する。
　　また、全地域から参加
者の増加に努める。

　健康づくりと運動機能の
向上を目的とした体操・レ
クリエーション等の内容で
参加者が楽しむことができ
るよう実施する。
　送迎をすることで、参加
しやすい環境を整える。
　また、9回ニュースポーツ
を主とした教室を開催し、
楽しみながら介護予防に
努める。

　赤泊福祉保健センター
やすらぎ、川茂会館を会
場に体操等の運動機能を
向上させるメニューを取り
入れ、楽しみながら健康増
進ができるよう実施する。
また、趣味を活かした内容
で月４回実施する。

実施回数（回） 46 140 70 95 98 116 139 24 21 48

佐和田

A 　公共交通機関を利用することが困難な高齢者や、車いす利用者の通院等を支援する。

単独で一般の交通機関の利用が困難であり、市民税非課税世帯及び市民税均等割りのみの世帯の者で次に
該当する者
・要介護３、４及び５に認定を受けた者
・障害者手帳１･２級(視覚障害、下肢又は体幹不自由)の交付を受けた者

支所

　市の委託を受け、地域の身近な会場で実施し、健康チェック・運動機能を向上させるメニューを取り入れるこ
とにより、高齢者が要介護状態となることを予防する。

羽茂

支所 両津
福祉課

48

　市民の歳末たすけあい募金により、対象者に①障子の張り替え、②歳末そばセットの配付、③歳末たすけあ
い弁当の配付、④出張理容サービスの中から選んでいただき実施する。

両津

・65歳以上の高齢者

福祉課

歳末たすけあい事業の実施

佐和田

佐和田 福祉課

介護予防教室の実施

羽茂

　単独で一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等に対し、ボランティアが運転する福祉車両等による移送サービスを行い、通院等を支援することにより、高齢者等の外出時の不便を解消する。継続的に介護支援専門員への説明や、社協事業において市民への事業周
知を図る。また、運転ボランティアの確保に努める。

96

羽茂

支所

両津

・80歳以上の一人暮らし高齢者　・80歳以上の高齢者のみ世帯　・80歳以上の高齢者と介助を要する同居の
親族のみの世帯　・身体障がい者上下肢不自由1級　・療育手帳A・B　・視覚障がい者１種　・聴覚障がい者１
種　・精神障害者福祉保健手帳所持者　・要介護度「4・5」の認定者
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○支所独自事業  

福祉課（畑野） 

事業名 実施内容 対象地区 回数 対象者 

民協福祉懇談会 民生委員児童委員協議会定例会と同日に、２～４名の民生委員児童委員と懇談会

を実施する。支援が必要な方等について情報交換し、個別支援に繋げる。 
畑野 10回 民生委員児童委員、行政サービスセ

ンター職員、地域包括支援センター

職員等 

新穂 7 回 
真野 7 回 

メッセージ送付

事業 
小学校の児童にメッセージを作成していただき、歳末たすけあい事業の配付品と

併せて送付する。 
新穂 

畑野 

1 回 80 歳以上一人暮らし高齢者、80 歳

以上高齢者のみ世帯の方、障がい

者等 

真野中学校コミ

ュニティスクー

ル事業 

 真野中学校と地域の方が協働で実施する防災学習デイに合わせて、地域の交流を

深めることや福祉教育を目的とした体験学習等を実施する。 
真野 １回 真野中学生、真野地区市民 

戦没者慰霊祭  日吉神社昭忠碑前を会場に神式にて開催する。遺族会の意向を聞きながら慰霊祭

の実施方法を検討する。 
新穂 1 回 戦没者遺族 

 真野ふるさと会館を会場に献花方式にて開催する。遺族会の意向を聞きながら慰

霊祭の実施方法を検討する。 

真野 1 回 

 

両津支所 

事業名 実施内容 対象地域 回数 対象者 

お買い物サロン

事業(新規) 
 コープクルコ協力のもと、デイサービスセンターかんぞうを会場にボランティア

等と協働し買い物支援を実施する。また、閉じこもり予防、見守りの増進に繋げる。 
両津 51回 鷲崎地区住民 

 

佐和田支所 

事業名 実施内容 対象地域 回数 対象者 

戦没者慰霊祭 献花方式で実施する。遺族会の意向を聞きながら慰霊祭の実施方法を検討する。 金井 1 回 遺族 

買い物支援事業 地域で活躍するボランティアグループや、地域商店などと連携し、そとかいふ介護予

防教室の実施に合わせて、高千・外海府地区に住んでいる買い物が必要な方への支援

を検討する。 

相川 １回 そとかいふ介護予防教室参加者で

買い物支援が必要な方 
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羽茂支所 

事業名 実施内容 対象地区 回数 対象者 

福祉のつどい  赤泊総合文化会館を会場に社協と老人クラブが中心になり、関係機関や団体の参

加により活動紹介、意見交換、交流の場として実施する。また、老人クラブの会員加

入促進を図る。 

赤泊 1 回 ボランティア団体、婦人会、老人

クラブ等や地域住民 

地区文化祭協力 赤泊地区文化祭開催時に、いきいきサロンや介護予防教室の参加者等による作品

展示を行い、地域のつながりを育むことを目的として実施する。 
赤泊 1 回 地区住民 

園芸福祉活動  小木地区のボランティア団体等が、花植え活動を通じて環境整備を行うとともに、

ボランティア活動に興味を持ってもらうことを目的とする。また、交流を図ることで

情報交換を行い協力し合える体制をつくる。 

小木 ２回 ボランティア団体、個人ボランテ

ィア、ボランティアに興味のある

方 
 花植え活動を通して、ボランティア活動に興味を持ってもらうことを目的とする。

また環境整備を通して、地域での交流の場の創設に繋げる。 
赤泊 ２回 ボランティア団体、ボランティア

に興味のある方 

友情年賀はがき

事業 
赤泊小学校の児童が年賀状を作成し、対象者に送付することで世代間交流を図る。 赤泊 1 回 80歳以上一人暮らし高齢者、高齢

者のみ世帯 
戦没者慰霊祭  赤泊福祉保健センターやすらぎを会場に小木・羽茂・赤泊地区合同で献花方式にて

開催する。 
小木 
羽茂 
赤泊 

1 回 遺族 
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令和４年度事業所事業計画の概要 
 

Ⅰ 地域包括支援センター 
１ 事業所別重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 
東地域包括支援 
センター 

〇認知症に対する正しい理解や普及を行い、認知症の方とその家族を地域で

支えていけるよう地域住民の意識向上に引き続き努めます。 

〇地域包括支援センターが開催する会議を通じ、課題把握・解決のため、多職

種・多機関と連携しネットワークをより強化し包括的・継続的支援ができる

ように努めます。 

〇保健・医療・福祉が連携し意見を取り入れながら、サービス事業者・介護支

援事業所を含め、介護予防・重度化防止を意識した支援につなげられるよう

努めます。 

西地域包括支援 
センター 

〇認知症の方々やその家族が住み慣れた地域で継続して生活できるよう、認

知症への理解や対応方法等を既存の制度を十分に活用し促進できるよう努め

ます。 

〇高齢者だけでなくその家族に重層的に課題が存在した困難なケースも増え

てきています。支援困難なケースに関しては、地域ケア個別会議を開催し多

職種・多機関とさらなる連携構築を図ります。権利擁護業務を目的とする制

度の紹介、支援方法の検討・支援を行い、必要なサービスや制度に適宜つない

でいけるよう努めます。 

〇介護予防・自立支援に向けマネジメントについて地域ケア個別会議を通し 

て質の向上を図り、そこで見いだされた課題については地域課題としてとら 

え、担当圏域包括ケア会議等において検討を重ね解決に向けた提案を行える 

よう努めます。 

南地域包括支援 
センター 

〇家族構成の多様化等で、新たな課題を抱えた事例に柔軟に対応するため、

これまで連携してきた機関だけでなく、幅広いネットワークの構築に努めま

す。 

〇行政や社協など様々な相談機関から地域包括支援センターにつながるケー

スも多く、切れ目のない支援が行えるよう、連携のあり方を検討します。 

〇令和 3 年度に担当圏域包括ケア会議で検討した、地域課題に対する解決策

について、具体的な実現に向け協議を重ねていきます。 

〇身近な相談窓口になるよう、サロンや介護予防教室、地域福祉懇談会等の 

機会を活用し、包括支援センターの周知を図ります。また、気づけていない 

ニーズや困りごとを抱えるケースを把握できるよう、アウトリーチの方策を 

検討します。 
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２ 事業所別管理目標                          単位；件、人 
地域包括支援センター 

事業所名 

月平均計画作成数 月平均委託数 計画作成従事者数 

予防給付 総合事業 予防給付 総合事業 予防給付 総合事業 

東地域包括 

3 年度 80 76 7 3 0.7 5.3 

4 年度 87 75 11 5 0.7 5.3 

差 7 △1 4 2 0 0 

西地域包括 

3 年度 121 126 7 11 1.1 6.9 

4 年度 136 129 20 15 1.1 6.9 

差 15 3 13 4 0 0 

南地域包括 

3 年度 27 43 5 0.8 0.15 3.85 

4 年度 28.7 39.3 3.6 2.7 0.25 3.75 

差 1.7 △3.7 △1.4 1.9 0.1 △0.1 

合計 

3 年度 228 245 19 14.8 1.95 16.05 

4 年度 251.7 243.3 34.6 22.7 2.05 15.95 

差 24.7 △1.7 15.6 7.9 0.1 △0.1 
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Ⅱ 訪問介護事業 
１ 事業所別重点目標 

事業所名  主な取り組み内容 
社協ヘルパース

テーションまご

ころ 

〇人員確保と人材育成を図り、業務の効率化と標準化を図ります。 

〇利用者のニーズに、多職種と連携し、より良いサービスの提供に努めます。 

〇タブレットを導入し、出張所との連携体制の強化及び業務の効率化を図り

ます。 

〇サービス提供責任者会議を定期開催し、困難事例の検討、ヘルパー会議内

容・研修内容について検討を行います。 

〇自立支援・介護予防への取り組みを強化するため、専門知識を習得するた

めの研修計画を実行します。 

〇BCP の策定に取り組み、災害や感染症対応の強化・事業の継続に努めま

す。 

〇精神障がい者の地域移行・地域定着に向け、障がいの特性を理解し支援体

制を整えます。 

〇保険外サービスの拡充を図り柔軟な対応に取り組めるよう、見直しを図り

ます。 

 
 
 
２ 事業所別管理目標                       単位；人、回、時間 

訪問介護 

事業所名 

実利用

者数 

月平均サービス提供回数 月平均サービス提供時間 

全対象者 
総合事業 

(内数) 

障がい 

(内数) 

待鶴荘 

（内数） 
全対象者 

総合事業 

(内数) 

障がい 

(内数) 

待鶴荘 

（内数） 

ま
ご
こ
ろ 

３年度 572 9,348 362 383 1,375 6,244 362 858 192 

４年度 530 9,529 344 890 1,218 5,062 344 754 243 

差 △42 181 △18 507 △157 △1,182 △18 △104 51 
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Ⅲ 通所介護事業 
１ 事業所別重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 

両津デイサー

ビスセンター 

しゃくなげ 

〇居宅介護事業所等と情報交換を行い、新規・追加利用、回数増の要望に迅速に

対応し、利用者数の増加を目指します。 

〇施設内の消毒・清掃を徹底し、職員は勿論、利用者に手洗い・手指消毒、マス

クの着用等をお願いし、感染症予防に努めます。 

〇食事形態・量の変更や送迎時の戸締り・火の元の確認など、利用者や家族の要

望に対応します。 

〇老朽化に伴う機器の不具合により、サービスに支障を来たさないように保守

点検及び修繕を行います。 

〇担当職員が講師となり事業所内研修を毎月行うことで、知識と技術力を高め

サービスの向上に努めます。 

〇地域住民や団体の協力により、災害時避難訓練を実施します。 

両津デイサー

ビスセンター 

いわゆり 

〇地域の情報収集と体験利用を行い、新規利用者の増加に努めます。 

〇歩行訓練の実施等、事業所の特色を地域へお知らせすることで、少しでも興味

を持っていただき利用に繋がるよう取り組みます。 

〇設備改修等の整備を行い、不具合によるサービスへの支障を防ぎます。 

〇職員の資質向上のため、定期的に事業所内研修を行います。 

両津デイサー

ビスセンター 

かんぞう 

〇感染症対策を徹底し、安心・安全なサービスの提供に努めます。 

〇リモート研修や事業所内（伝達）研修を行い、職員の資質向上とより良いサー

ビス提供を目指します。 

〇居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地域福祉係との連携を密にし、

配食サービス事業や買い物支援事業など、利用者のニーズに柔軟に対応できる

体制を強化します。 

〇運営推進会議でいただいた様々な意見を、地域住民やボランティア、地域福祉

係と連携し業務に反映するよう努めます。 

金井デイサー

ビスセンター  

しゃくなげの

里     

〇担当者会議録、通所介護計画書を回覧し利用者の状態やサービス内容を共有

することで、サービスの統一化を図ります。 

〇機能訓練やレクリエーションの内容の充実を図り、サービスの質の向上に努

めます。 

〇研修に参加し自己研鑽することで、介護技術の向上に努めます。 
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事業所名 主な取り組み内容 

新穂デイサー

ビスセンター 

〇居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、相談支援事業所と連携し新規

利用者を開拓します。 

〇利用者に合った脳トレやレクリエーションの提供に向け、内容の充実を図り

ます。 

〇居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに配付するイベントカレンダー

で事業所の情報を発信し、見学や体験利用を積極的に受け入れます。 

畑野デイサー

ビスセンター 

やわらぎの里 

○地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、相談支援事業所に定期的に訪問

し利用者確保に繋がる情報収集や紹介をお願いし、利用者の増加に努めます。 

○特定介護施設（待鶴荘）の受託を積極的に行います。 

○看護職員を中心に感染症予防に向けた衛生管理を徹底し、利用者に安心・安全

なデイサービスを提供します。 

○施設の保安管理や日常点検を実施します。 

松ヶ崎デイサ

ービスセンタ

ーまつさきの

里 

〇運営推進会議で地域に密着したサービスを協議し利用促進を図ります。 

また、利用者・家族へのアンケートを実施し、より良いサービスの提供に努め

ます。 

〇レクリエーションやイベントの内容の充実を図り、前年と違った工夫を凝ら

し、利用者の満足度向上を目指します。 

〇毎月発行のイベントカレンダーを利用者のみならず、利用を検討されている

方にも配付することで、新規利用に繋げられるよう努めます。 

〇感染症予防対策を施し、地域の小中学生との交流の機会を設けられるよう工

夫し、演奏や踊りなどの催しについても状況に応じて計画していきます。 

〇見学や体験利用を随時開催し、新規利用者の確保に努めます。 

〇まだ繋がりのない居宅介護支援事業所や相談支援事業所への営業活動を行

い、新規利用者の確保に努めます。 

〇月 1 回、研修計画に基づいた事業所内研修を行い、職員の資質向上に努めま

す。 

〇長期修繕計画に基づき、建物や施設の整備に取り組みます。従来の規格等に拘

らず、修繕費用の軽減に努めます。 

〇利用者の状況に合わせた職員配置を行い、経費節減に努めます。 

小木デイサー

ビスセンター 

つくし 

〇安全運転を徹底し、狭い道路や危険個所の情報を共有し事故防止に努めます。 

〇衛生管理及び安全管理を徹底し、事故防止と感染症予防に努めます。 

〇利用者の確保及び経費の節減に努めます。 

〇職員の資質向上に努め、統一したサービスが提供できるように職員間の情報

共有を図ります。 
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事業所名 主な取り組み内容 

赤泊デイサー

ビスセンター 

やすらぎ 

〇事故やヒヤリハットの集計・分析・検証を行い、再発防止に努めます。 

〇居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、相談支援事業所を定期的に訪

問し新規利用者の確保に努めます。 

〇災害時の訓練の実施にあたっては地域住民の参加が得られるよう連携に努め

ます。 
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２ 事業所別管理目標                        単位；日、人 

通所介護事業所名 

（事業所規模） 

営業 

日数 

実利用

者数 

月平均利用者数 1 日平均利用者数 職員１人

あたりの

利用者数 
全対象者 

総合事業

(内数） 

障がい 

(内数) 
全対象者 

総合事業

（内数） 

障がい 

(内数） 

しゃくなげ 

（通常型） 

３年度 361 190 935.8 150.8 18.3 31.1 5.0 0.6 3.0 

４年度 361 170 827.7 150.0 2.7 27.5 5.0 0.1 3.0 

差 0 △20 △108.1 △0.8 △15.6 △3.6 0 △0.5 0 

いわゆり 
（地域密着型） 

３年度 310 45 403.0 28.0 0 15.6 1.1 0 3.2 

４年度 258 55 346.0 33.3 0 16.1 1.6 0 3.0 

差 △52 10 △57.0 5.3 0 0.5 0.5 0 △0.2 

かんぞう 
（地域密着型） 

３年度 206 45 240.7 44.0 4.3 14.0 2.6 0.3 2.7 

４年度 206 44 244.7 48.0 4.3 14.3 2.8 0.2 2.8 

差 0 △1 4.0 4.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 

しゃくなげ

の里 
（３年度 大規

模型、４年度 

通常型） 

３年度 361 154 901.4 164.7 26.3 30.0 5.5 0.9 3.1 

４年度 361 125 879.6 148.8 15.0 29.2 4.9 0.5 3.3 

差 0 △29 △21.8 △15.9 △11.3 △0.8 △0.6 △0.4 0.2 

新穂 

（通常型） 

３年度 361 130 776.3 30.0 16.0 25.8 1.0 0.5 3.1 

４年度 361 125 675.2 81.5 14.7 22.4 2.7 0.5 3.4 

差 0 △5 △101.1 51.5 △1.3 △3.4 1.7 0.5 0.3 

やわらぎの

里 

（通常型） 

３年度 361 140 749.5 63.1 0.0 24.9 2.1 0.0 3.2 

４年度 361 130 783.0 72.9 0.0 26.0 2.4 0.0 3.0 

差 0 △10 33.5 9.8 0.0 1.1 0.3 0.0 △0.2 

まつさきの

里 
（地域密着型） 

３年度 258 60 314.5 53.2 4.3 14.6 2.5 0.2 3.0 

４年度 259 56 323.8 56.8 8.7 15.0 2.6 0.4 3.0 

差 1 △4 9.3 3.6 4.4 0.4 0.1 0.2 0.0 

つくし 

（通常型） 

３年度 310 126 568.2 24.0 20.6 22.0 0.9 0.8 3.7 

４年度 310 123 555.7 27.8 17.3 21.5 1.1 0.7 4.1 

差 0 △3 △12.5 3.8 △3.3 △0.5 0.2 △0.1 0.4 

やすらぎ 

（通常型） 

３年度 310 130 683.8 61.3 4.0 26.5 2.4 0.2 3.1 

４年度 310 115 680.3 40.0 12.0 26.3 1.5 0.5 3.1 

差 0 △15 △3.5 △21.3 8.0 △0.2 △0.9 0.3 0.0 

合計 

３年度 2,838 1,020 5,573.2 619.1 93.8 204.5 23.1 3.5 3.1 

４年度 2,787 943 5,316.0 659.1 74.7 198.3 24.6 2.9 3.2 

差 △51 △77 △257.2 40.0 △19.1 △6.2 1.5 △0.6 0.1 
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Ⅳ 短期入所生活介護事業 
１ 重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 
小木短期入所施

設つくし 
〇安全運転を徹底し、狭い道路や危険個所を情報共有し事故防止に努めます。 

〇衛生管理及び安全管理を徹底し、事故防止や感染症予防に努めます。 

〇利用者の確保及び経費の節減に努めます。 

〇利用者や家族のニーズに合ったサービス提供に努め、統一したサービスが

できるよう職員間の情報共有を行い、良質なサービスの提供を目指します。 

 
２ 管理目標                              単位；日、人 

短期入所生活 

介護事業所名 

営業 

日数 

実利用

者数 

月平均利用者延人数 1 日平均利用者数 

介護対象者 
障がい 

（内数） 
介護対象者 

障がい 

（内数） 

つくし 

３年度 361 80 528.1 0 17.6 0 

４年度 361 80 527.1 0 17.5 0 

差 0 0 △1.0 0 △0.1 0 

 
 
Ⅴ 訪問入浴介護事業 
１ 重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 
社協訪問入浴介護

事業所 
○居宅介護支援事業所等と連絡や連携を取り、新規利用者の獲得に努めま

す。 

○丁寧な対応に努め、利用者に選ばれる事業所を目指します。 

○ミーティング時に情報交換と研修を行うことで、サービスの質の向上及 

び職員の資質向上を目指します。 

 
２ 管理目標                         単位；日、人、回、時間 

社協訪問入浴

介護事業所 

営業 

日数 

実利用

者数 

月平均サービス提供回数 月平均サービス提供時間 

全対

象者 

予防 

（内数） 

障がい 

(内数) 

待鶴荘 

（内数） 

全対

象者 

予防 

（内数） 

障がい 

(内数) 

待鶴荘 

（内数） 

３年度 359 34 104.2 0.0 5.3 17.1 104.2 0 8.5 17.2 

４年度 361 61 110.3 0.0 8.4 8.5 110.3 0 8.4 8.5 

差 2 27 6.1 0.0 3.1 △8.6 6.1 0 △0.1 △8.7 
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Ⅵ 居宅介護支援事業 
１ 事業所別重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 
社協ケアプラン

センター 
しゃくなげ 

〇介護予防給付の受託に取り組みます。 

〇感染症拡大予防について、世の情勢に適応できるよう情報収集を行い適正に

対応し、利用者・家族に不利益にならないよう支援します。 

〇インフォーマルサービスの情報収集を行い、居宅サービス計画に位置付けま

す。 

〇介護支援専門員の体調管理に努めます。 

〇個別研修計画を基にオンライン研修等を活用し、個別の技能を向上させると

ともに事業所内に伝達することで事業所全体の質の向上を目指します。 

〇特定事業所加算取得事業所として算定要件を適正に実施・確認します。 

社協ケアプラン

センター天領 
〇利用者一人ひとりの思いに寄り添い、自立支援に向けた目標設定と利用者に

わかりやすい居宅サービス計画書の作成に努めます。 

〇事業所内でケアマネジメント業務の点検を行います。 

社協ケアプラン

センターなごみ 
〇利用者の思いに寄り添い、自立支援に向けた居宅サービス計画作成に努めま

す。 

〇医療機関や地域包括支援センターと連携し、新規利用者の確保に努めます。 

〇介護保険事業や介護保険外のサービス等の情報収集に努め、利用者に適した 

サービスを提供します。 

社協ケアプラン

センターきずな 
〇利用者の思いに寄り添い、可能な限り住み慣れた居宅、地域で、自立した生

活を送ることが出来るよう多職種と連携し支援します。 

〇特定事業所加算取得事業所としての自覚を持ち、自己研鑽に取り組むこと

で、質の高いケアマネジメント業務と適正な業務管理に努めます。 

〇利用者の人格を尊重し、親切、丁寧な対応を心がけ、信頼され、選ばれる事

業所を目指し、利用者確保に努めます。 

社協ケアプラン

センターおもと 
〇地域の情報を収集し関係機関と連携を図りながら、速やかな相談・対応に努

めます。 

〇地域の状況・利用者のニーズを把握し、関係機関と連携を図りながら、柔軟

かつ迅速な対応に努めます。 

〇研修会等への参加で自己研鑽に努めます。また、地区内事例検討会を開催し、

情報共有・連携強化を図り資質向上を目指します。 
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２ 事業所別管理目標                           単位；人、件 

居宅介護支援事業所名 
ケアマ 

ネ数 

月平均計画 

作成件数 

１人当たり 

平均担当件数 

月平均 

訪問調査件数 

月平均予防プ

ラン受託件数 

しゃくなげ 

３年度 8.0 296.0 37.0 8.0 0.0 

４年度 6.0 229.0 38.2 6.0 2.0 

差 △2.0 △67.0 1.2 △2.0 2.0 

天領 

３年度 4.0 150.0 37.5 4.0 0.0 

４年度 4.0 151.0 37.8 4.0 6.0 

差 0.0 1.0 0.3 0.0 6.0 

なごみ 

３年度 7.0 241.0 34.4 5.8 7.0 

４年度 7.0 233.0 33.3 7.0 6.0 

差 0 △8.0 △1.1 △1.2 △1.0 

きずな 

３年度 5.0 181.0 36.2 5.0 1.0 

４年度 5.0 182.0 36.4 5.0 3.0 

差 0.0 1.0 0.2 0.0 2.0 

おもと 

３年度 5.0 185.0 37.0 2.0 0.0 

４年度 5.0 190.0 38.0 1.0 3.3 

差 0.0 5.0 1.0 △1.0 3.3 

全事業所 

平均 

３年度 29.0 210.6 36.4 4.9 1.6 

４年度 27.0 197.0 36.7 4.6 4.1 

差 △2.0 △13.6 0.3 △0.3 2.5 
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Ⅶ グループホーム事業  
１ 重点目標 

事業所名 主な取り組み内容 
グループホーム

まの 
〇感染防止に努めながら、入居者と家族や地域の方の関係が疎遠にならない

よう支援します。また、オンラインでの交流ができるよう環境を整えます。 

〇新規利用申込者の実態調査を計画的に実施し、待機者の確保や、退居決定

から新規利用者の入居までの日数を短縮することで、空室の削減に努めます。 

〇入居者の介護度の上昇に伴い転倒等のリスクが高まるため、それぞれの状

態変化に応じて身体機能の低下を防げるよう対策を講じます。 

 
２ 管理目標                          単位；日、人 

グループホーム事業所名 営業日数 

年間利用者延人数 

介護対象者 
予防対象者 

（内数） 

グループホーム 

まの 

３年度 ３６５ ６,４８３ ０ 

４年度 ３６５ ６,５４０ ０ 

差 ０ ５７ ０ 

 
 
Ⅶ 福祉センター事業計画の概要 
１ センター別重点目標 

センター名 主な取り組み内容 

両津福祉センター

しゃくなげ 

〇地域福祉活動の拠点として利用していただくと共に、高齢者に限らず子ど

もや若年層にも利用いただけるよう、より一層の PR 活動を実施します。 

〇福祉の総合施設として、より一層事業所間の連携を図りながら各種相談等

に速やかに対応し、福祉の向上に努めます。 

〇市民が安心して快適に利用できるよう、尚且つ経費節減を心がけ工夫した

建物の維持管理に努めます。 

〇利用者や市民からの要望を聞き、多くの方に施設を活用していただけるよ 

う努めます。 

福祉センター 

あいかわ 

〇多様な社会参加の機会の充実と福祉増進を図るため、福祉センターを最大

限に活用した自主事業等の事業展開に努めます。 

小木福祉保健セン

ターつくし 

〇地域の福祉・医療の拠点として、診療所への賃貸を行います。 
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赤泊福祉保健セン

ターやすらぎ 

○地域福祉活動の拠点として、居場所づくり・介護予防教室等の事業を推進

します。 

○安心・安全に利用していただけるよう、適切な施設の管理と環境整備に努

めます。 

○感染症防止対策を徹底し、安心して施設の利用ができるよう努めます。 

○親切・丁寧な窓口対応で、気持ちよく利用をしていただけるように努めま

す。 

 
２ 管理目標                   単位；日、件 

センター名 営業日数 貸館（件） 

両津福祉センター

しゃくなげ 

３年度 ３５９ １,０１９ 

４年度 ３６０ ８００ 

差 １ △２１９ 

福祉センター 

あいかわ 

３年度 ２４７ ２０ 

４年度 ２４３ ２０ 

差 △４ ０ 

小木福祉保健セン

ターつくし 

３年度 ３６１ ０ 

４年度 ３６１ ０ 

差 ０ ０ 

赤泊福祉保健セン 

ターやすらぎ 

３年度 ２４１ １３０ 

４年度 ２４３ １００ 

差 ２ △３０ 
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